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各 種 相 談 ※相談はすべて無料。　　 マークがあるものは要予約。曜日指定の相談の場合、祝日は除く。予約

相談名 日時 場所 内容 問合先

医
療救急医療相談 24時間365日対応 （電話）

突然の病気やケガで迷ったらまずここ
へ。緊急性がある場合は管轄の消防本部
に転送され、救急車が出動します

救急安心センターおお
さか  ☎06･6582･7119
＃7119(短縮ダイヤル )

く
ら
し

法律相談 
            予約

10/18㈬･25㈬･11/1㈬･8㈬
13:00～16:30
※予約は、10/12㈭9:00～

電話で。各日先着7人

市役所1階相談室
（又は電話）

弁護士による相続、離婚、建物の賃貸借
問題、多重債務者救済などに関する相談
※相談は、同一内容は1回限り、令和5

年度中に3回まで、時間は30分以内

協働人権課 
☎939･1111

（窓口での予約も可）

消費生活相談
月～金曜日
10:00～12:00、12:45～16:00
受け付けは15:30まで　

市役所1階消費生活セ
ンター

消費生活相談員による、悪質商法による
被害や訪問販売、電話勧誘によるトラブ
ルなど消費生活に関する相談

消費生活センター 
☎939･1320

司法書士法律
相談      予約

10/21㈯ 13:00～16:00
※予約は、月～金曜日
10:00～16:00

司法書士総合相談セ
ンター堺(堺市役所前)

登記手続、裁判手続、相続、成年後見制
度、サラ金問題などに関する相談

堺支部
☎080･6284･1874

行政書士法律
相談　　 予約 10/20㈮ 13:00～16:00 パープルホール

小会議室C
遺言・相続、契約書、成年後見制度、許
認可などに関する相談

大阪府行政書士会南
大阪支部
☎072･349･9178

高齢者相談 月～金曜日 9:00～19:00
土曜日　　 9:00～17:30

ふれあいセンター
※時間外は電話相談 高齢者の総合相談 地域包括支援センター

☎937･2641

人
権

人権相談 10/26㈭ 13:30～15:30 市役所1階相談室  人権擁護委員による人権についての悩み
ごとやトラブルなどに関する相談

協働人権課
☎939･1059

人権悩みの相
談室

月～水・金・土曜日(祝日含む)
9:00～12:00、13:00～16:00

パープルホール3階
・男女共同参画ルーム
内相談室

 専任相談員による暮らしの中で起こる人
権、女性の人権に関する相談 ☎939･1118

女性相談 予約
月・木曜日　
9:00～12:00、13:00～16:00　 市役所1階相談室 女性相談員による夫婦関係、ＤＶ、生活苦

など女性の悩み相談
協働人権課
☎939･1050

子
育
て

家庭児童相談 月～金曜日 9:00～17:30 市役所2階�番窓口
家庭相談員による18歳未満の子どもに
関する相談(電話相談もあり) どなたから
でも相談できます

子育て支援課
(家庭児童相談室) 
☎939･1162

教育相談
予約 木曜日　9:00～12:00 市民総合会館別館

3階教育相談室 教育相談員による不登校・いじめ・発達に
ついてなど、教育に関する悩み相談

教育相談室 
☎938･1008テレホン

教育相談
金曜日 13:00～17:00
火・木曜日 9:00～17:00 （電話）

ひとり親家庭等
無料法律相談

予約

10/26㈭　
14:00～17:00 　市役所2階相談室 離婚前相談（慰謝料・養育費・認知・面会交流

など）、労働関係・借金関係など
子育て支援課
☎939･1162

就
労

地域就労相談
            予約 月～金曜日 9:00～17:00 市役所6階地域就労

支援センター

 働く意欲がありながら、様々な問題で就労
できない方の相談
※就職のあっせんは行っていません

商工労働課 
☎939･1337

若者の就労・
自立相談 予約 10/3㈫・17㈫ 13:30～17:30 市役所1階

102会議室
若者(15～49歳)の就労と自立の相談
※就職のあっせんは行っていません

南河内地域若者サポ
ートステーション
☎0721･26 ･ 9441

福
祉

心配ごと相談
            予約 第2火曜日 13:30～15:30 ふれあいセンター 相

談室
 民生委員児童委員による日常生活におけ
る悩み、心配に関する相談

社会福祉協議会 
☎938･8220

自殺予防心の
電話相談 月～金曜日 10:00～17:00 （電話） 精神保健福祉士などによる自殺など心の

悩みに関する相談 ☎930･0775

身体知的
障害者相談 随時 （電話・ファックス）

 障害者相談員による、障害のある方の相談、更生のために必
要な援助の実施（障害者手帳の有無は問いません）

（聴覚）岡本 昇治さん  FAX938 ･ 7059　/（知的障害）西尾 千代子
さん ☎938 ･ 1789　/（知的障害）安井 陽子さん ☎955 ･ 9263

障害者等
相談　　 予約 月～金曜日 10:00～17:00

障害者地域生活支援
センターわっと 

（岡2-12-6　3階）

障害のある方及び家族の相談や生活全般
の支援（障害者手帳の有無は問いません）

障害者地域生活支援
センターわっと 
☎930･0733

障害者等
相談      予約 月～金曜日 10:00～17:00 相談支援センターぴん

ぽん（小山1-1-1　3階）

障害のある方及び家族の生活上の悩み、発
達障害、福祉サービスの利用に関する相談

（障害者手帳の有無は問いません）

支援センターぴんぽ
ん☎952･7002

そ
の
他

市民活動相談 10/17㈫　13:00～17:00
（電子メールでも相談可） 市役所1階相談室 活動の悩みや団体の運営などに関する相

談（予約優先）

協働人権課☎939･1331　　
kyoudou-jinken@

city.fujiidera.lg.jp

不動産一般
相談室　 予約

10/2㈪･16㈪
10:00～12:00
13:00～15:00

羽曳野市軽里3-1-10
（同南大阪支部）

住宅購入や賃貸マンションの契約などに
関する相談

大阪府宅地建物取引
業協会南大阪支部　
☎958･3005
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防災行政無線の放送内容が電話で確認できます 
※放送から24時間以内
☎0800・200・9391（フリーダイヤル）

●おくやみ手続きサポートデスク(予約制)
身近な方を亡くされた後の手続きは多

岐にわたります。デスクでは亡くなられた
方の状況を確認し、手続きが必要な窓口
をご案内します。
予約可能日時　月～金曜日（祝日除く）の9時30分、13

時30分、14時30分の3枠
定員　各1組
問合先　おくやみ手続きサポートデスク
　（1階①番市民課内）　☎939・1319

●藤井寺市民憲章
・人の和で、住みよいまちを、つくりましょう。
・自然を生かし、歴史遺産をまもりましょう。
・近代文化で、伸びゆくまちを、つくりましょう。
・仕事に誇りをもち、働く喜びに、生きましょう。
・若い力を養い、夢と希望を、育てましょう。

●目の不自由な方や活字読書が困難な方へ
 「声の広報(CD）」「点字広報」をご利用ください。市ホー
ムページにも掲載しています。
問合先　秘書広報課広報担当(5階�番窓口)
　☎939・1051  FAX  952・9508

消費生活 知っ得情報

日時　月～金曜日(祝日除く）　10:00～12:00、12:45～16:00　※受け付けは15:30まで
場所　藤井寺市消費生活センター（市役所1階⑤番窓口）　☎939・1320　相談方法　電話又は来所（予約不要）

No.156

編集後記　藤井寺がロケ地に選ばれた映画「キリエのう
た」がいよいよ公開になります。表紙は映画のポスタ
ーを使用し特別感のあるものに仕上がりました。特
集記事（2ページ）でも素敵な場面写真を掲載していま
す。その他、市役所にポスターを掲示し、SNSでも
情報発信を行うなど、市でも大いに盛り上げていき
ます！見慣れた地元の光景がどのように映画で使わ
れているのか、ぜひ劇場で確認してみてくださいね。

＜事例＞
父が病院に救急搬送されそのまま亡くなった。病院か

ら遺体をすぐに引き取るように言われ、電話帳で見つけた
「家族葬をコンパクトに行う」という事業者
に連絡した。お金がないので家族葬を希望
したが、約 150 万円の一般葬を強く勧めら
れ契約してしまった。高くて払えない。
＜アドバイス＞

葬儀サービスは契約までに、検討・準備の時間が十分
にないこともあり、料金やサービスの内容などをめぐって
トラブルになる場合があります。
①できれば生前に家族や親族でどのような葬儀を希

望するか相談しておきましょう。

②葬儀会社には予算や希望をはっきりと伝えましょ
う。

③葬儀会社との打ち合わせは親族や第三者など複数
で行い、できれば葬儀を実際にしたことがある人
にも入ってもらい 、意見を聞きましょう。

④見積書は、追加サービスや参列者の人数によって
増減する項目に特に注意してください。

⑤契約に含まれているもの、いないもの、別料金の
ものなど細かくチェックしましょう。

⑥家族葬は費用が安く済みますが、一般的に香典が
ないため費用のほぼ全額が遺族の自己負担にな
ることにも留意が必要です。
以上の点に気を付けて、大切な葬儀を後悔のないもの

にしましょう。

藤井寺市消費生活センターにご相談ください！

葬儀サービスのトラブルを防ぐには
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